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長安口ダム環境モニタリング委員会 設立趣旨 

 

１．環境モニタリングの位置付け 

 長安口ダム改造事業の影響を分析・評価し、改造事業に伴う環境への影響を回避し、

必要な環境保全措置及び環境配慮事項の効果等を把握するものである。 

 

２．環境モニタリング委員会の目的 

長安口ダム改造事業による環境への影響検討結果に基づく、環境保全措置及び環境配

慮事項の具体的な手法に関して、事業者へ指導・助言を行うことを目的とする。 

 

３．環境モニタリング委員会の進め方 

■ 委員会の開催頻度・時期 

年１回を基本とする。開催時期は 2月～3月頃を予定としている 

ただし、評価については調査毎に即時に実施するため、想定外の事態が確認された場

合は、原因分析・対応策の実施・モニタリング計画・評価の視点の再検討について、臨

機に委員の指導・助言を踏まえて速やかに行う。 

 

■ 委員会の議事内容 

H22 年度は、環境影響検討結果及び現在想定している工事実施手順に基づき作成した、

モニタリング基本計画及び H23 年度実施計画について指導・助言を頂く。 

H23 年度以降は、その年の実施結果の報告と、基本計画及び次年度の工事実施手順を

踏まえて作成した、次年度実施計画について指導・助言を頂く。 

 

●●環境環境保全措置保全措置・環境・環境
配慮事項の必要性配慮事項の必要性

●委員会設置●委員会設置

平成平成2200～～2121年度年度 平成平成2222年度年度

●●環境環境保全措置保全措置・環境配慮・環境配慮
事項の事項の実施実施結果結果報告報告

環境検討環境検討委員会委員会

（（最終：最終：第第44回）回）

平成平成2233年度以降年度以降

●●次年度実施計画次年度実施計画

モニタリングモニタリング委員会委員会

（第（第１１回）回）

モニタリングモニタリング委員会委員会

（第２回以降）（第２回以降）

●●環境保全措置・環境配環境保全措置・環境配
慮事項の基本慮事項の基本計画計画

●●H23H23年度実施計画年度実施計画

●●環境影響予測・評価環境影響予測・評価

 

図 1 環境モニタリング委員会の進め方 


